
   

 

 

 

 

 

 

 

参照条文等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORXUQ
テキストボックス
参考資料



目次 

 

１ 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓

会議ワーキング・グループ報告・・・・・１ 

 

２ セクシュアルハラスメント関係参考条文・

通達・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

３ 妊娠・出産等に関するハラスメント関係参

考条文・通達・・・・・・・・・・・・・24 

 

４ 育児休業等に関するハラスメント関係参考

条文・通達・・・・・・・・・・・・・・38 

 

５ その他・・・・・・・・・・・・・・・50 



 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓   

 会議ワーキング・グループ報告 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 

 

１．はじめに：なぜ職場のいじめ・嫌がらせ問題に取り組むべきか 

（１）問題の現状 

○ 職場のいじめ・嫌がらせは、近年、社会問題として顕在化してきている。

この問題に関しては、職場の「いじめ・嫌がらせ」だけでなく「パワーハラ

スメント」という言葉なども使われている1。 

例えば、都道府県労働局に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談

は、平成14年度には約6,600件であったものが、平成22年度には約39,400

件と、年々急速に増加2している。 

さらに、労働者を対象に行われた調査では、職場のいじめ・嫌がらせが一

部の限られた労働者だけの問題ではなく、働く人の誰もが関わりうる可能性

があることが示されている3。 

 

○ 多くの企業も、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」を経営上の重

要な課題と認識している。 

  例えば、東証一部上場企業を対象に行われた調査4では、43％の企業が「パ

ワー・ハラスメント」あるいはこれに類似した問題が発生したことがあると

回答している。また、この調査では、82％の企業が、「パワー・ハラスメン

ト」対策は経営上の重要な課題であると回答している。 

さらに、近年、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」に関する訴

訟の増加もうかがわれ、判決でも「パワーハラスメント」という言葉が使用

                      
1 「パワーハラスメント」という言葉については、例えば、各種報道や出版物、複数の国

語辞典でも、職場のいじめ・嫌がらせを指す言葉として用いられている。ただし、上司か

ら部下に行われるものを指している場合と、その他の関係間で行われるものを含んでいる

場合の両方が見られる。 
2 民事上の個別労働紛争相談件数の中で「いじめ・嫌がらせ」に関するものは平成 14年度

には第４位であったが、平成 22年度には第２位となっている（「その他の労働条件」、「そ

の他」を除き、「解雇」に次ぐ。）。 
3「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」（平成 22年度

厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業）の一環として行われた「仕事のストレスに関

する全国調査」の結果によると、労働者のうち、約 17人に一人（約６％）が「職場で自分

がいじめにあっている（セクハラ、パワハラ含む）」と回答し、さらに約７人に一人（約

15％）が「職場でいじめられている人がいる（セクハラ、パワハラ含む）」と回答している。 
4 「パワー・ハラスメントの実態に関する調査研究」（平成 17年中央労働災害防止協会） 
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される例5が見られる。 

 

（２）取組の必要性・意義 

○ 「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は、労働者の尊厳や人格を

侵害する許されないものであるが、とりわけ、職務上の地位や人間関係を濫

用して意図的に相手をいじめたり、嫌がらせを行ったりすることは許される

ものではない。 

また、そのような意図はなくとも、度の過ぎた叱責や行き過ぎた指導は、

相手の人格を傷つけ、意欲や自信を失わせ、さらには「いじめ・嫌がらせ」、

「パワーハラスメント」を受けた人だけでなく行った人も自分の居場所が失

われる結果を招いてしまうかもしれない。 

 

○ 人は他者との関わり合いの中で生きていく存在であり、職場は人生の中で

多くの時間を過ごす場所であるとともに、多様な人間関係を取り結ぶ場でも

ある。 

そのような場所で、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」を受け

ることにより、人格を傷つけられたり、仕事への意欲や自信を喪失したり、

さらには居場所を奪われることで他者との関係性を断たれるなどの痛みは

計り知れないものであり、生きる希望を失う場合もある。 

私たちは時として他者の痛みについては鈍感であるが、「もし、自分が、

自分の家族が「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」を受けたらどう

感じるか」を想像することでこの問題の重要性が理解できよう。 

 

○ 以上を踏まえると、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が企業に

もたらす損失は、想像するよりも大きいといえる。 

「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」を受けた人にとっては、人

格を傷つけられ、仕事への意欲や自信を失い、こうしたことは心の健康の悪

化にもつながり、休職や退職に至る場合すらある。 

周囲の人たちにとっても、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」

を見聞きすることで、仕事への意欲が低下し、職場全体の生産性にも悪影響

                      
5 東京高判平 17.4．20労判 914・82、東京地判平 21.10．15労判 999・54など 
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を及ぼしかねない。 

また、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」を受けた人やその周

囲の人だけでなく、行った人も不利益を受けうることになる。「いじめ・嫌

がらせ」、「パワーハラスメント」を受けた人や周囲の人たちの生産性が低下

することで職場の業績が悪化し、社内での自身の信用を低下させかねない。

また、懲戒処分や訴訟のリスクを抱えることにもなる。 

企業にとっても、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は従業員

間の問題にとどまるものではない。組織の生産性に悪影響が及ぶだけでなく、

貴重な人材が休職や退職に至れば企業にとって大きな損失となる6。 

さらに企業として「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」に加担し

ていなくとも、これを放置すると、裁判で使用者としての責任7を問われる

こともあり、企業のイメージダウンにもつながりかねない。 

 

○ 「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」問題に取り組む意義は、こ

うした損失の回避だけに終わるものではない。一人ひとりの尊厳や人格が尊

重される職場づくりは、職場の活力につながり、仕事に対する意欲や職場全

体の生産性の向上にも貢献することになる。この問題への取組を、職場の禁

止事項を増やし、活力を削ぐものととらえるのではなく、職場の活力につな

がるものととらえて、積極的に進めることが求められる。 

 

（３）問題の背景 

○ 「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が社会問題として顕在化し

た背景には、企業間競争の激化による社員への圧力の高まり、職場内のコミ

ュニケーションの希薄化や問題解決機能の低下、上司のマネジメントスキル

の低下、上司の価値観と部下の価値観の相違の拡大など多様な要因が指摘さ

れている。 

  こうした背景要因への対応は、それぞれの職場で労使が自主的に検討する

ことが望まれるものであるが、顕在化している「いじめ・嫌がらせ」、「パワ

                      
6 「パワー・ハラスメントの実態に関する調査研究」（注４参照）では、「パワー・ハラス

メント」が企業にもたらす損失として、「社員の心の健康を害する」（83％）、「職場風土を

悪くする」（80％）、「本人のみならず周りの士気が低下する」（70％）、「職場の生産性を低

下させる」（67％）、「十分に能力発揮が出来ない」（59％）と回答されている。 
7 不法行為責任や安全配慮義務違反など。 
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ーハラスメント」問題は、その現状にかんがみれば、早急に予防や解決に取

り組むことが必要な課題である。 

 

○ しかし、問題の当事者である労使が、この問題の重要性に気づいていない

場合や、気づいていたとしても、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」

と「業務上の指導」との線引きが難しいなどの理由から、取組が難しい、取

り組む場合も管理者が及び腰となるなど、問題への対応に困難を感じている

場合も少なくなく、当事者の自主的な努力だけでは取組が進展しないおそれ

がある。 

このため、職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グ

ループ（以下「当ＷＧ」という。）は、この問題の重要性を社会に喚起する

と同時に、どのような行為を職場からなくすべきか、そのためにどのような

取組を取り得るのかを明らかにして、企業や労働組合をはじめとする関係者

の取組を支援するために、経済界、労働界、有識者、政府の参画のもと議論

を重ね、この報告を取りまとめることとした。 

 

２．どのような行為を職場からなくすべきか 

（１）共通認識の必要性 

○ 「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、一般的には、

そうした行為を受けた人の主観的な判断を含んで用いられることに加え、ど

のような関係8の下で行われる、どのような行為がこれらに該当するのか、人

によって判断が異なる現状がある。とりわけ、同じ職場内で行われる「いじ

め・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」については、業務上の指導との線引

きが難しいなどの課題があり、この問題への労使の取組を難しいものとして

いる。 

そのため、当ＷＧとしては、職場の一人ひとりがこの問題を自覚し、対処

することができるよう、どのような行為を職場からなくすべきであるのかを

整理することで、労使や関係者が認識を共有できるようにすることが必要で

あると考えた。 

 

                      
8 同じ職場で働く者同士の関係以外にも、例えば、顧客や取引先から、取引上の力関係な

どを背景に、従業員の人格・尊厳を侵害する行為がなされる場合がある。 
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○ このような問題意識から、当ＷＧは、各団体や有識者が整理している「い

じめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」の概念を参考に検討を行った結果、

以下のような行為について、労使が予防・解決に取り組むべきであること、

そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案する。 

 

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位

や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精

神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。 

 

○ はじめに述べたとおり、パワーハラスメントという言葉は、上司から部下

へのいじめ・嫌がらせを指して使われる場合が多い。しかし、先輩・後輩間

や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあり、こうした行

為も職場のパワーハラスメントに含める必要があることから、上記では「職

場内の優位性」を「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識などの様々

な優位性が含まれる趣旨が明らかになるよう整理を行った。 

 

○ また、職場のパワーハラスメントについては、「業務上の指導との線引きが

難しい」との指摘があるが、労使が予防・解決に取り組むべき行為は「業務

の適正な範囲を超え」るものである趣旨が明らかになるよう整理を行った。 

個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感

じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、

パワーハラスメントには当たらないものとなる。 

 

○ なお、職場のパワーハラスメントにより、すでに法で保障されている権利

が侵害される場合には、法的な制度の枠組みに沿って対応がなされるべきで

ある9。 

 

 

                      
9 例えば、セクシュアルハラスメントについては、優位性を背景に苦痛を与えるなど職場

のパワーハラスメントと重なる点もある一方、業務上の必要性を伴わないという点で異な

ること、また、男女雇用機会均等法によって雇用管理上講ずべき措置が明確化されている

ことから、同法の枠組みに沿って取組が行われるべきである。 
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（２）職場のパワーハラスメントの行為類型 

○ 職場のパワーハラスメントの行為類型としては、以下のものが挙げられる。

ただし、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてを網

羅するものではなく、これ以外の行為は問題ないということではないことに

留意する必要がある。 

 

①暴行・傷害（身体的な攻撃） 

②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃） 

③隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し） 

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害（過大

な要求） 

⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるこ

とや仕事を与えないこと（過小な要求） 

⑥私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害） 

 

○ 次に、労使や職場の一人ひとりの理解を深め、その取組に資するよう、上

記の行為類型のうち、職場のパワーハラスメントに当たるかどうかの判断が

難しいものは何か、その判断に資する取組等について示しておこう。 

まず、①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適

正な範囲」に含まれるとすることはできない。 

次に、②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定で

きないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられ

る。 

一方、④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずし

も容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の

適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、

具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどう

かによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識

をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。 
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３．どのようにしたら職場のパワーハラスメントをなくすことができるか 

（１）まず何から始めるか 

○ これまで述べてきたようなパワーハラスメント問題の重要性を踏まえると、

まず企業として、「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」とい

う方針を明確に打ち出すべきである。 

こうした組織としての方針の明確化は、相手の人格を認め、尊重し合いな

がら仕事を進める意識を涵養することにつながる。職場の一人ひとりがこう

した意識を持つことこそが、対策を真に実効性のあるものとする鍵となる。

さらに、組織の方針が明確になれば、パワーハラスメントを受けた従業員や

その周囲の従業員も、問題の指摘や解消に関して発言がしやすくなり、その

結果、取組の効果がより期待できるようになるとも考えられる。 

こうした職場内の気運の醸成のためにも、まずは「提言」（仮）を職場内

で周知していただきたい。 

 

○ すでに述べたように、職場のパワーハラスメントの予防や解決への取組に

は困難があると考えている企業も少なくない。しかし、対策に取り組み、成

果を上げている企業も存在する。そうした取組を始めたきっかけは、具体的

に発生した問題への対応、メンタルヘルス対策、セクシュアルハラスメント

問題への対応など様々だが、取組を進めるなかで企業の存続・発展、職場の

士気や生産性、企業イメージ、コンプライアンスの観点からも対策の有効性

を認識するに至っている。 

パワーハラスメントは自分たちには関係がない、取り組むメリットがない、

取組が難しいなどと思って対策の導入を躊躇するのではなく、是非、できる

ところから取組を始め、一人ひとりの尊厳や人格が尊重される職場づくりに

努めていただきたい。 

 

○ なお、取組を始めるにあたって留意すべきことは、職場のパワーハラスメ

ント対策が上司の適正な指導を妨げるものにならないようにするということ

である。上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、上司としての役割

を遂行することが求められる。 
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（２）職場のパワーハラスメントを予防・解決するために 

○ 労使の間で、職場のパワーハラスメントについての認識が必ずしも十分で

はないこともあり、実際に問題が発生している状況への対応においては、行

政の役割が重要になってくる。 

行政は、労使団体とも協力しながら、この問題の重要性を企業や労働組合

に気づかせ、予防・解決に向けた取組を支援するために、この問題の現状や

課題、取組例などについての周知啓発を行うべきである。それとともに、職

場の一人ひとりが自覚し、考え、対処するための環境が整うよう、社会的な

気運を醸成することが重要である。 

併せて、関係者による対策が一層充実するよう、この問題についての実態

を把握し、明らかにすべきである。 

 

○ それでは、労使の取組としてどのようなことが考えられるか。以下、すで

に対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な取組の例を紹介する。 

  これらの取組は、企業が単独で行っているものばかりでなく、労使が共同

で行っているもの、労働組合が単独で行っているものもある。労使が共同で

取り組む際には、労使の話合いの場を設置したり、既存の話合いの場を活用

したりする選択肢がある。また、労働組合は、自らも相談窓口の設置や周知

啓発を行ったりするなどの取組を実施するとともに、企業に対して対策に取

り組むよう働きかけを行うことが望ましい。 

  企業によって発生する職場のパワーハラスメントの実態は多様であり、そ

の対策にも決まり切った正解はない。取り組むにあたっては、セクシュアル

ハラスメント対策などの既存の枠組みを活用するなど、それぞれの職場の事

情に即した形でできるところから取組をはじめ、それぞれ充実させていく努

力が重要である。 

 

職場のパワーハラスメントを予防するために 

○トップのメッセージ 

➣組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきで

あることを明確に示す 
 

○ルールを決める 

➣就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する 
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➣予防・解決についての方針やガイドラインを作成する 
 

○実態を把握する 

➣従業員アンケートを実施する 
 

○教育する 

➣研修を実施する 
 

○周知する 

➣組織の方針や取組について周知・啓発を実施する 
 

職場のパワーハラスメントを解決するために 

○相談や解決の場を設置する 

➣企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める 

 ➣外部専門家10と連携する 
 

○再発を防止する 

➣行為者に対する再発防止研修を行う 

 

○ 上記の取組例のうち、「トップのメッセージ」、「教育する」こと、「相談や

解決の場を設置する」ことを実際に導入する際には、効率的かつ効果的なも

のとなるよう以下のような点にも留意するべきである。 

  トップのメッセージを示すにあたって、経営幹部が職場のパワーハラスメ

ント対策の重要性を理解すると、取組が効果的に進むことが考えられるため、

特に経営幹部に、対策の重要性を理解させることが必要である。 

 教育については、パワーハラスメントは、人権問題、コンプライアンス、

コミュニケーションスキル、マネジメントスキルなどと関連が深いものであ

ることから、パワーハラスメント研修11をこれらの研修と同時に行うことで、

より効率的・効果的なものとなると考えられる。 

なお、この問題についての周知啓発や研修を行ったり、相談窓口の役割も

担うなどのパワーハラスメント対策を推進する担当者を養成することも、予

                      
10 例えば、産業カウンセラーと連携している企業が存在する。また、メンタルヘルス相談

の専門機関と連携することも考えられる。 
11 管理職に対する研修などでは、管理職自身が職場で他者の人格を傷つけるような行為を

してはならないことを確認し、業務に必要な指示、教育指導の適正な在り方について理解

するとともに、職場管理の一環として、部下に職場のパワーハラスメントを起こさせない

環境づくりについて理解することが望まれる。 
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防と解決の双方にわたって有効な手段と考えられる。 

  また、相談や解決の場を設置するにあたっては、相談窓口や職場の対応責

任者に相談した人や相談内容の事実確認に協力した人が不利益な取扱いを受

けることがないようなものとするとともに、その旨を従業員に明確に周知す

ることが必要である。また、実際に相談を受けた場合の対応にあたっては、

パワーハラスメントを受けた相談者とこれを行ったとされる行為者の双方の

人格やプライバシーの問題に配慮しながら、慎重に対応する必要がある。 

 さらに、パワーハラスメントは心の健康の悪化にもつながるものであるこ

とから、産業保健スタッフをはじめとする担当者に対してパワーハラスメン

ト対策の取組内容を周知し、健康相談の窓口にパワーハラスメントが疑われ

る相談が持ち込まれた場合には、相談者の意向を尊重しつつ、パワーハラス

メントの相談窓口を紹介するなど、連携を図ることが望ましい。 

   

○ 職場のパワーハラスメントは、当事者である労使が対策に取り組み、自ら

解決することが望ましいものであるが、労働者にとっては、都道府県労働局

が運営している個別労働紛争解決制度12や都道府県（労政主管部局等や労働

委員会）による相談やあっせんを利用することも重要な選択肢13であり、一

層の周知が図られるべきである。 

 

４．おわりに 

○ 職場のパワーハラスメントをなくすためには、職場の一人ひとりが、この

問題について自覚し、考え、対処することが重要であるが、そのような行動

の基となるのは、職場の仲間の人格を互いに尊重する意識であることを、わ

                      
12 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、いじめ・嫌がらせなど

労働問題に関するあらゆる分野について、個々の労働者と事業主との間の紛争（個別労働

紛争）の円満解決を図るため、都道府県労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助

サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成 13年 10月に施行された。この法

律に基づいて、総合労働相談コーナー（都道府県労働局企画室及び労働基準監督署内、主

要都市の駅周辺ビルに設置）における情報提供・相談、都道府県労働局長による助言・指

導、紛争調整委員会によるあっせんが行われている。 
13 また、行政以外でも法テラス（日本司法支援センター）で無料法律相談などの取組を行

っているほか、労働組合においても組合員であるか否かを問わず、無料で労働相談を受け

付けているものもある。 
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かりやすい言葉で社会に訴えかけてはどうか。 

当ＷＧにおいてこの問題に取り組む企業にヒアリングを行った際、次のよ

うな人事担当役員の言葉が紹介されたので、参考として報告する。 

 

全ての社員が家に帰れば自慢の娘であり、息子であり、尊敬されるべきお父

さんであり、お母さんだ。そんな人たちを職場のハラスメントなんかでうつ

に至らしめたり苦しめたりしていいわけがないだろう。 
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２ セクシュアルハラスメント関係参考条文・通達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



男女雇用機会均等法 

◎雇用の分野における男女の均等な待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）

（抄） 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置） 

第 11 条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応

により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労

働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応す

るために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有

効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

３ （略） 
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○事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置についての指針 

（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号） 

最終改正：平成 28 年８月２日厚生労働省告示第 314 号 

１ はじめに 

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（以下「法」という。）第１１条第１項に規定する事業主が職場におい

て行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が

その労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就

業環境が害されること（以下「職場におけるセクシュアルハラスメント」とい

う。）のないよう雇用管理上講ずべき措置について、同条第２項の規定に基づ

き事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたもので

ある。 

２ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容  

⑴ 職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的

な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益

を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。 )と、当該

性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュア

ルハラスメント」という。)がある。 

なお、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも

含まれるものである。また、被害を受けた者（以下「被害者」という。）の

性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュア

ルハラスメントも、本指針の対象となるものである。  

⑵ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当

該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務

を遂行する場所については、「職場」に含まれる。例えば、取引先の事務所、

取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者

が業務を遂行する場所であればこれに該当する。  

⑶ 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働

者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の

全てをいう。 

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役

務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第４７条の２の

規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主と

みなされ、法第１１条第１項の規定が適用されることから、労働者派遣の役

務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、

３の措置を講ずることが必要である。 
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⑷ 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性

的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を

意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要するこ

と、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞ

れ含まれる。 

⑸ 「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者

の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、

降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は多様であるが、典

型的な例として、次のようなものがある。 

イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒

否されたため、当該労働者を解雇すること。 

ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗された

ため、当該労働者について不利益な配置転換をすること。  

ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について

公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。  

⑹ 「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者

の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったた

め、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過で

きない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的

な例として、次のようなものがある。 

イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働

者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。  

ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継

続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。 

ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを

掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。 

 

３ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき

措置の内容 

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管

理上次の措置を講じなければならない。 

⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発  

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、

労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければなら

ない。 

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラス

メントの防止の効果を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の

理解を深めることが重要である。その際、セクシュアルハラスメントの発生
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の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられ、こう

した言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高

める上で重要であることに留意することが必要である。  

イ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシ

ュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者

を含む労働者に周知・啓発すること。 

（事業主の方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場

におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を規定

し、当該規定と併せて、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及

び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の

原因や背景となり得ることを、労働者に周知・啓発すること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料

等に職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意

識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり

得ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはなら

ない旨の方針を記載し、配布等すること。 

③ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識

に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得

ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならな

い旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施す

ること。 

ロ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に

ついては、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職

場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者

に周知・啓発すること。 

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）  

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職

場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対

する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。 

② 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者

は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書にお

いて定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを

労働者に周知・啓発すること。 

⑵ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体

制の整備 

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟

に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならな
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い。 

イ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ

定めること。 

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）  

① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。  

② 相談に対応するための制度を設けること。  

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。  

ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対

応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセク

シュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のお

それがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか

否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うように

すること。例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性

別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメ

ントが生じるおそれがある場合等が考えられる。  

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認め

られる例） 

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相

談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとするこ

と。 

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点な

どを記載したマニュアルに基づき対応すること。  

ハ 職場におけるセクシュアルハラスメントは、妊娠、出産等に関するハラ

スメント（事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問

題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針（平成 28 年厚生労働省

告示第 312 号）に規定する「職場における妊娠、出産等に関するハラスメ

ント」をいう。以下同じ。）、育児休業等に関するハラスメント（子の養

育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生

活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指

針（平成 21 年厚生労働省告示第 509 号）に規定する「職場における育児休

業等に関するハラスメント」をいう。）その他のハラスメントと複合的に

生じることも想定されることから、例えば、妊娠、出産等に関するハラス

メント等の相談窓口と一体的に、職場におけるセクシュアルハラスメント

の相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備する

ことが望ましいこと。 

（一元的に相談に応じることのできる体制を整備していると認められる  

例） 

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場におけるセクシ
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ュアルハラスメントのみならず、妊娠、出産等に関するハラスメント等

も明示すること。 

② 職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口が妊娠、出産等に

関するハラスメント等の相談窓口を兼ねること。  

⑶ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応  

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があ

った場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正

な対処として、次の措置を講じなければならない。  

イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。  

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）  

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労

働者（以下「相談者」という。）及び職場におけるセクシュアルハラス

メントに係る性的な言動の行為者とされる者（以下「行為者」という。）

の双方から事実関係を確認すること。 

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、

事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実

関係を聴取する等の措置を講ずること。  

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合

などにおいて、法第 18 条に基づく調停の申請を行うことその他中立な

第三者機関に紛争処理を委ねること。 

ロ イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認

できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正

に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての

援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被

害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者又は事業場内産業保健

スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置

を講ずること。 

② 法第 18 条に基づく調停その他中立な第三者期間の紛争解決案に従っ

た措置を被害者に対して講ずること。 

ハ イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認

できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職

場におけるセクシュアルハラスメントに関する規定等に基づき、行為者

に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。あわせて、事案の内容

や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者
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と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措置を講ずるこ

と。 

② 法第 18 条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従っ

た措置を行為者に対して講ずること。 

ニ 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓

発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。  

なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認で

きなかった場合においても、同様の措置を講ずること。  

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）  

① 職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方

針及び職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行

った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社

内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等

すること。 

② 労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意

識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。  

⑷ ⑴から⑶までの措置と併せて講ずべき措置  

⑴から⑶までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければ

ならない。 

イ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報

は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相

談への対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっ

ては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講

ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。  

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じて

いると認められる例） 

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらか

じめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該

マニュアルに基づき対応するものとすること。  

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者

に必要な研修を行うこと。 

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するため

に必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホーム

ページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等すること。  

ロ 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこ

と又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを

行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。  

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発
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することについて措置を講じていると認められる例）  

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労

働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、

又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解

雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発を

すること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資

料等に、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談を

したこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労

働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等

すること。 
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改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施

行について（平成 18年 10月 11日雇児発 1011002号）（抄） 

 

第３ 事業主の講ずべき措置（法第２章第２節） 

 本章は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保のための前提条件を整

備する観点から、労働者の就業に関して講ずべき措置を規定したものであって、第２章

第１節及び第３節の規定と相まって労働者の職業生活の充実を図ることを目的として

いるものであること。 

  １  職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置（法第 11条） 

    （１） 職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を

不当に傷つけ、能力の有効な発揮を妨げるとともに、企業にとっても職場秩序

や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題であり、社会的に許さ

れない行為であることは言うまでもない。特に、職場におけるセクシュアルハ

ラスメントは、いったん発生すると、被害者に加え行為者も退職に至る場合が

ある等双方にとって取り返しのつかない損失を被ることが多く、被害者にとっ

て、事後に裁判に訴えることは、躊躇せざるを得ない面がある ことを考える

と、未然の防止対策が重要である。 

         また、近年、女性労働者に対するセクシュアルハラスメントに加え、男性労

働者に対するセクシュアルハラスメントの事案も見られるようになってきと

ころである。 

         こうしたことから、法第 11 条第１項は、職場におけるセクシュアルハラス

メントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、当該労働者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必

要な措置を講ずることを事業主に義務付けることとしたものであること。 

         また、第２項は、これらの措置の内容を具体化するために、厚生労働大臣が

指針を定め、公表することとしたものであること。 

    （２） 指針は、事業主が防止のため適切な雇用管理上の措置を講ずることができ

るようにするため、防止の対象とするべき職場におけるセクシュアルハラスメ

ントの内容及び事業主が雇用管理上措置すべき事項を定めたものであること。 

       イ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容 

           指針２「職場におけるセクシュアルハラスメントの内容」においては、事

業主が、雇用管理上防止すべき対象としての職場におけるセクシュアルハラ

スメントの内容を明らかにするために、その概念の内容を示すとともに、典

型例を挙げたものであること。 

           また、実際上、職場におけるセクシュアルハラスメントの状況は多様であ

り、その判断に当たっては、個別の状況を斟酌する必要があることに留意す
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ること。 

           なお、法及び指針は、あくまで職場におけるセクシュアルハラスメントが

発生しないよう防止することを目的とするものであり、個々のケースが厳密

に職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否かを問題とする

ものではないので、この点に注意すること。 

        ① 職場 

            指針２（２）は「職場」の内容と例示を示したものであること。 

             「職場」には、業務を遂行する場所であれば、通常就業している場所以

外の場所であっても、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食

店（接待の席も含む）、顧客の自宅（保険外交員等）の他、取材先（記者）、

出張先及び業務で使用する車中等も含まれるものであること。 

             なお、勤務時間外の「宴会」等であっても、実質上職務の延長と考えら

れるものは職場に該当するが、その判断に当たっては、職務との関連性、

参加者、参加が強制的か任意か等を考慮して個別に行うものであること。 

        ② 性的な言動 

             指針２（４）は「性的な言動」の内容と例示を示したものであること。

「性的な言動」に該当するためには、その言動が性的性質を有することが

必要であること。 

             したがって、例えば、女性労働者のみに「お茶くみ」等を行わせること

自体は性的な言動には該当しないが、固定的な性別役割分担意識に係る問

題、あるいは配置に係る女性差別の問題としてとらえることが適当である

こと。 

            「性的な言動」には、（ｲ）「性的な発言」として、性的な事実関係を尋ね

ること、性的な内容の情報（噂）を意図的に流布することのほか、性的冗

談、からかい、食事・デート等への執拗な誘い、個人的な性的体験談を話

すこと等が、（ﾛ）「性的な行動」として、性的な関係の強要、必要なく身

体に触ること、わいせつな図画（ヌードポスター等）を配布、掲示するこ

とのほか、強制わいせつ行為、強姦等が含まれるものであること。 

             なお、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校にお

ける生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、

また、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者が男性労

働者に対して行う場合についても含まれること。また、被害を受けた者（以

下「被害者」という。）の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対

する職場におけるセクシュアルハラスメントも、法及び指針の対象となる

こと。「性的指向」とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか

を表すものであり、「性自認」とは、性別に関する自己意識をいうもので
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あること。 

        ③ 対価型セクシュアルハラスメント 

            指針２（５）は対価型セクシュアルハラスメントの内容とその典型例を示 

したものであること。 

            「対応により」とは、例えば、労働者の拒否や抵抗等の対応が、解雇、降

格、減給等の不利益を受けることと因果関係があることを意味するものであ

ること。 

            「解雇、降格、減給等」とは労働条件上不利益を受けることの例示であり、

「等」には、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に

見て不利益な配置転換等が含まれるものであること。 

            なお、指針に掲げる対価型セクシュアルハラスメントの典型的な例は限定

列挙ではないこと。 

        ④ 環境型セクシュアルハラスメント 

            指針２（６）は環境型セクシュアルハラスメントの内容とその典型例を示

したものであること。 

            「労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影

響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる

こと」とは、就業環境が害されることの内容であり、単に性的言動のみでは

就業環境が害されたことにはならず、一定の客観的要件が必要であること。 

            具体的には個別の判断となるが、一般的には意に反する身体的接触によっ

て強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得

るものであること。 

            また、継続性又は繰り返しが要件となるものであっても、明確に抗議して

いるにもかかわらず放置された状態の場合又は心身に重大な影響を受けて

いることが明らかな場合には、就業環境が害されていると解し得るものであ

ること。 

            なお、指針に掲げる環境型セクシュアルハラスメントの典型的な例は限定

列挙ではないこと。 

        ⑤ 「性的な言動」及び「就業環境が害される」の判断基準 

            「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に

当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務

の対象となることを考えると一定の客観性が必要である。具体的には、セク

シュアルハラスメントが、男女の認識の違いにより生じている面があること

を考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労

働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平

均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当であること。 
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            ただし、労働者が明確に意に反することを示しているにも関わらず、さら

に行われる性的言動は職場におけるセクシュアルハラスメントと解され得

るものであること。 
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３ 妊娠・出産等に関するハラスメント関係参考条

文・通達 

 

 

 

 

 

 

 

 



男女雇用機会均等法 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置） 

第 11 条の２ 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性

労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第 65 条第１項の規定による休業を請

求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に

関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就

業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有

効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

３ （略） 

 

◎雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 （昭和 61

年労働省令第２号）（抄） 

（法第 11条の２第１項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由） 

第２条の３ 法第 11 条の２第１項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、

次のとおりとする。 

一 妊娠したこと。 

二 出産したこと。 

三 法第 12条若しくは第 13条第１項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を

求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 

四 労働基準法第64条の２第１号若しくは第 64条の３第１項の規定により業務に就くこ

とができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第 64 条の

２第１号若しくは女性労働基準規則第２条第２項の規定による申出をしようとし、若しく

は申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。 

五 労働基準法第 65 条第１項の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若し

くは同項の規定による休業をしたこと又は同条第２項の規定により就業できず、若しくは

同項の規定による休業をしたこと。 

六 労働基準法第 65 条第３項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同

項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。 

七 労働基準法第 66 条第１項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しく

は同項の規定により１週間について同法第 32 条第１項の労働時間若しくは１日について

同条第２項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第 66 条第２項の規定による請

求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しく

は休日に労働しなかつたこと又は同法第 66 条第３項の規定による請求をしようとし、若

しくは請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。 

八 労働基準法第 67 条第１項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同
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条第２項の規定による育児時間を取得したこと。 

九 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつた

こと又は労働能率が低下したこと。 
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○事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置についての指針（平成 29 年１月１日適用） 

（平成 28 年厚生労働省告示 312 号） 

１ はじめに 

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（以下「法」という。）第 11 条の２第１項に規定する事業主が職場にお

いて行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、

出産したことその他の妊娠又は出産に関する事由であって雇用の分野における

男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和 61 年労働省令

第２号。以下「均等則」という。）第２条の３で定めるもの（以下「妊娠、出産

等」という。）に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること（以

下「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」という。）のないよう雇

用管理上講ずべき措置について、法第 11 条の２第２項の規定に基づき事業主が

適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。  

２ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容  

⑴ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントには、上司又は同僚から

行われる以下のものがある。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観

的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、職場におけ

る妊娠、出産等に関するハラスメントには該当しない。  

イ その雇用する女性労働者の労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65

条第１項の規定による休業その他の妊娠又は出産に関する制度又は措置

の利用に関する言動により就業環境が害されるもの（以下「制度等の利用

への嫌がらせ型」という。） 

ロ その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又

は出産に関する言動により就業環境が害されるもの（以下「状態への嫌が

らせ型」という。） 

⑵ 「職場」とは、事業主が雇用する女性労働者が業務を遂行する場所を指し、

当該女性労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該女性労

働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。 

⑶ 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働

者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の

全てをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働

者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）第 47 条

の２の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事

業主とみなされ、法第 11 条の２第１項の規定が適用されることから、労働者

派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者

と同様に、３の措置を講ずることが必要である。  
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⑷ 「制度等の利用への嫌がらせ型」とは、具体的には、イ①から⑥までに掲

げる制度又は措置（以下「制度等」という。）の利用に関する言動により就

業環境が害されるものである。典型的な例として、ロに掲げるものがあるが、

ロに掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要である。 

イ 制度等 

① 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（母性健康管理措置）（均

等則第２条の３第３号関係） 

② 坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限（均等則第２条の３

第４号関係） 

③ 産前休業（均等則第２条の３第５号関係）  

④ 軽易な業務への転換（均等則第２条の３第６号関係）  

⑤ 変形労働時間制がとられる場合における法定労働時間を超える労働

時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並びに深夜業の制限（均

等則第２条の３第７号関係） 

⑥ 育児時間（均等則第２条の３第８号関係）  

ロ 典型的な例 

① 解雇その他不利益な取扱い（法第９条第３項に規定する解雇その他不

利益な取扱いをいう。以下同じ。）を示唆するもの  

女性労働者が、制度等の利用の請求等（措置の求め、請求又は申出

をいう。以下同じ。）をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利

用の請求等をしたこと、又は制度等の利用をしたことにより、上司が

当該女性労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。  

② 制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの  

客観的にみて、言動を受けた女性労働者の制度等の利用の請求等又

は制度等の利用が阻害されるものが該当する。  

(イ ) 女性労働者が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談した

ところ、上司が当該女性労働者に対し、当該請求等をしないよう言

うこと。 

(ロ ) 女性労働者が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該女

性労働者に対し、当該請求等を取り下げるよう言うこと。  

(ハ ) 女性労働者が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたと

ころ、同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に当該請

求等をしないよう言うこと（当該女性労働者がその意に反すること

を当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。）。 

(ニ ) 女性労働者が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該女

性労働者に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等を取り下げるよ

う言うこと（当該女性労働者がその意に反することを当該同僚に明

示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。）。  
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③ 制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの  

客観的にみて、言動を受けた女性労働者の能力の発揮や継続就業に

重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就業する上で看過できない

程度の支障が生じるようなものが該当する。 

女性労働者が制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚が当該

女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等（嫌がらせ的な

言動、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させることをいう。

以下同じ。）をすること（当該女性労働者がその意に反することを当

該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含

む。）。 

⑸ 「状態への嫌がらせ型」とは、具体的には、イ①から⑤までに掲げる妊娠

又は出産に関する事由（以下「妊娠等したこと」という。）に関する言動に

より就業環境が害されるものである。典型的な例として、ロに掲げるものが

あるが、ロに掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要である。 

イ 妊娠又は出産に関する事由  

① 妊娠したこと（均等則第２条の３第１号関係）。  

② 出産したこと（均等則第２条の３第２号関係）。  

③ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により

業務に就くことができないこと又はこれらの業務に従事しなかったこ

と（均等則第２条の３第４号関係）。 

④ 産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと

（均等則第２条の３第５号関係）。 

⑤ 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若し

くはできなかったこと又は労働能率が低下したこと（均等則第２条の

３第９号関係）。なお、「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわ

り、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をした

ことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。 

ロ 典型的な例 

① 解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの  

女性労働者が妊娠等したことにより、上司が当該女性労働者に対し、

解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。 

② 妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの  

客観的にみて、言動を受けた女性労働者の能力の発揮や継続就業に

重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就業する上で看過できない

程度の支障が生じるようなものが該当する。 

女性労働者が妊娠等したことにより、上司又は同僚が当該女性労働

者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をすること（当該女性労

働者がその意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもか
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かわらず、更に言うことを含む。）。 

３ 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関し雇用管

理上講ずべき措置の内容 

事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを防止するため、

雇用管理上次の措置を講じなければならない。なお、事業主が行う妊娠、出産

等を理由とする不利益取扱い（就業環境を害する行為を含む。）については、

既に法第９条第３項で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、

当然に自らの行為の防止に努めることが求められる。  

⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発  

事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに対する方針

の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じな

ければならない。 

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場における妊娠、出産等に関す

るハラスメントの防止の効果を高めるため、その発生の原因や背景について

労働者の理解を深めることが重要である。その際、職場における妊娠、出産

等に関するハラスメントの発生の原因や背景には、(ⅰ )妊娠、出産等に関する

否定的な言動（他の女性労働者の妊娠、出産等の否定につながる言動（当該

女性労働者に直接行わない言動も含む。）をいい、単なる自らの意思の表明

を除く。以下同じ。）が頻繁に行われるなど制度等の利用又は制度等の利用

の請求等をしにくい職場風土や、(ⅱ )制度等の利用ができることの職場におけ

る周知が不十分であることなどもあると考えられる。そのため、これらを解

消していくことが職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの防止の

効果を高める上で重要であることに留意することが必要である。 

イ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容（以下「ハラス

メントの内容」という。）及び妊娠、出産等に関する否定的な言動が職場

における妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得

ること（以下「ハラスメントの背景等」という。）、職場における妊娠、

出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針（以下「事業主

の方針 

」という。）並びに制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を

含む労働者に周知・啓発すること。 

（事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められ

る例) 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、事

業主の方針及び制度等の利用ができる旨について規定し、当該規定と

併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等を労働者に周

知・啓発すること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資
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料等にハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針

並びに制度等の利用ができる旨について記載し、配布等すること。  

③ ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに

制度等の利用ができる旨を労働者に対して周知・啓発するための研修、

講習等を実施すること。 

ロ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る言動を行った者

については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の

職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働

者に周知・啓発すること。 

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）  

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職

場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る言動を行った者

に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。  

② 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る言動を行った

者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書

において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、

これを労働者に周知・啓発すること。 

⑵ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体

制の整備 

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟

に対応するために必要な体制の整備として、イ及びロの措置を講じなければ

ならず、また、ハの措置を講ずることが望ましい。  

イ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ

定めること。 

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）  

① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。  

② 相談に対応するための制度を設けること。  

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。  

ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対

応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場における妊娠、

出産等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発

生のおそれがある場合や、職場における妊娠、出産等に関するハラスメン

トに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相談に対応し、適切な

対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害するおそれ

がある場合や、妊娠、出産等に関する否定的な言動が原因や背景となって

職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが生じるおそれがある場

合等が考えられる。 

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認
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められる例） 

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相

談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとする

こと。 

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点な

どを記載したマニュアルに基づき対応すること。  

ハ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントは、育児休業等に関す

るハラスメント（子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労

働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主

が講ずべき措置に関する指針（平成 21 年厚生労働省告示第 509 号）に規

定する「職場における育児休業等に関するハラスメント」をいう。）、セ

クシュアルハラスメント（事業主が職場における性的な言動に起因する問

題に際して雇用管理上講ずべき措置についての指針（平成 18 年厚生労働

省告示第 615 号）に規定する「職場におけるセクシュアルハラスメント」

をいう。以下同じ。）その他のハラスメントと複合的に生じることも想定

されることから、例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体

的に、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの相談窓口を設置

し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいこ

と。 

（一元的に相談に応じることのできる体制を整備していると認められる  

例） 

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場における妊娠、

出産等に関するハラスメントのみならず、セクシュアルハラスメント

等も明示すること。 

② 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの相談窓口がセクシ

ュアルハラスメント等の相談窓口を兼ねること。  

⑶ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適

切な対応 

事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る相談の

申出があった場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認

及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。  

イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。  

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）  

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労

働者（以下「相談者」という。）及び職場における妊娠、出産等に関

するハラスメントに係る言動の行為者とされる者（以下「行為者」と

いう。）の双方から事実関係を確認すること。  

 また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があ

31



り、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者から

も事実関係を聴取する等の措置を講ずること。  

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合な

どにおいて、法第 18 条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第

三者機関に紛争処理を委ねること。 

ロ イにより、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが生じた事

実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者（以下「被

害者」という。）に対する配慮のための措置を適正に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 事案の内容や状況に応じ、被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等

の利用に向けての環境整備、被害者と行為者の間の関係改善に向けて

の援助、行為者の謝罪、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等

による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるこ

と。 

② 法第 18 条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従っ

た措置を被害者に対して講ずること。 

ハ イにより、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが生じた事

実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職

場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関する規定等に基づ

き、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。あわせて、

事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての

援助、行為者の謝罪等の措置を講ずること。 

② 法第 18 条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従っ

た措置を行為者に対して講ずること。 

ニ 改めて職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関する方針を

周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。  

なお、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが生じた事実

が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。 

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）  

① 事業主の方針、制度等の利用ができる旨及び職場における妊娠、出産

等に関するハラスメントに係る言動を行った者について厳正に対処す

る旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は

啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること。  

② 労働者に対して職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関

する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。 

⑷ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因
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を解消するための措置 

事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景

となる要因を解消するため、イの措置を講じなければならず、また、ロの措

置を講ずることが望ましい。 

なお、措置を講ずるに当たっては、 

(ⅰ ) 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの背景には妊娠、

出産等に関する否定的な言動もあるが、当該言動の要因の一つには、

妊娠した労働者がつわりなどの体調不良のため労務の提供ができない

ことや労働能率が低下すること等により、周囲の労働者の業務負担が

増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮す

ること 

(ⅱ ) 妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知

識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身

の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと  

のいずれも重要であることに留意することが必要である。  

イ 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情

に応じ、必要な措置を講ずること（派遣労働者にあっては、派遣元事業主

に限る。）。 

（業務体制の整備など、必要な措置を講じていると認められる例）  

① 妊娠等した労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、適

切に業務分担の見直しを行うこと。 

② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。  

ロ 妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を

持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等

に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を、妊娠等し

た労働者に周知・啓発することが望ましいこと。  

（周知・啓発を適切に講じていると認められる例）  

① 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資

料等に、妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができると

いう知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りなが

ら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つ

こと等について記載し、妊娠等した労働者に配布等すること。 

② 妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識

を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の

体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等に

ついて、人事部門等から妊娠等した労働者に周知・啓発すること。  

⑸ ⑴から⑷までの措置と併せて講ずべき措置  

⑴から⑷までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければ
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ならない。 

イ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る相談者・行為者

等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであること

から、相談への対応又は当該妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事

後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するため

に必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。 

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じて

いると認められる例） 

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらか

じめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当

該マニュアルに基づき対応するものとすること。  

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者

に必要な研修を行うこと。 

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するため

に必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホー

ムページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等すること。  

ロ 労働者が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関し相談を

したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取

扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。  

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発

することについて措置を講じていると認められる例）  

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労

働者が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関し相談を

したこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該

労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周

知・啓発をすること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資

料等に、労働者が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関

し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、

当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に

配布等すること。 
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改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施

行について（平成 18年 10月 11日雇児発 1011002号）（抄） 

 

第３ 事業主の講ずべき措置（法第２章第２節） 

１ （略） 

２ 職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措

置(法第１１条の２) 

    (１) 事業主による妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いについては、法第９条

第３項により禁止されているところであるが、近年、事業主による不利益取扱

いのみならず、上司又は同僚による妊娠、出産等に関する言動により当該女性

労働者の就業環境が害されること（以下「職場における妊娠、出産等に関する

ハラスメント」という。）も見られるようになってきところである。 

         こうしたことから、法第１１条の２第１項は、職場における妊娠、出産等に

関するハラスメントを防止するため、その雇用する女性労働者からの相談に応

じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を

講ずることを事業主に義務付けることとしたものであること。 

         また、第２項は、これらの措置の内容を具体化するために、厚生労働大臣が

指針を定め、公表することとしたものであること。 

    (２)  指針は、事業主が防止のため適切な雇用管理上の措置を講ずることができ

るようにするため、防止の対象とするべき職場における妊娠、出産等に関する

ハラスメントの内容及び事業主が雇用管理上措置すべき事項を定めたもので

あること。 

       イ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容 

           指針２ 「職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容」にお

いては、事業主が、雇用管理上防止すべき対象としての職場における妊娠、

出産等に関するハラスメントの内容を明らかにするために、その概念の内容

を示すとともに、典型例を挙げたものであること。 

           また、実際上、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの状況は

多様であり、その判断に当たっては、個別の状況を斟酌する必要があること

に留意すること。 

           なお、法及び指針は、あくまで職場における妊娠、出産等に関するハラス

メントが発生しないよう防止することを目的とするものであり、個々のケー

スが厳密に職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに該当するか否

かを問題とするものではないので、この点に注意すること。 

        ① 職場 

            指針２(２)は「職場」の内容と例示を示したものであること。「職場」に
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は、業務を遂行する場所であれば、通常就業している場所以外の場所であっ

ても、出張先、業務で使用する車中及び取引先との打ち合わせ場所等も含ま

れるものであること。 

            なお、勤務時間外の「懇親の場」等であっても、実質上職務の延長と考え

られるものは職場に該当するが、その判断に当たっては、職務との関連性、

参加者、参加が強制的か任意か等を考慮して個別に行うものであること。 

        ② 制度等の利用への嫌がらせ型 

            指針２(４)は制度等の利用への嫌がらせ型の内容を示したものであるこ

と。なお、指針に掲げる制度等の利用への嫌がらせ型の典型的な例は限定列

挙ではないこと。 

            制度等の利用への嫌がらせ型については、女性労働者が指針２(４)イに規

定する制度等の利用の請求等をしようとしたこと、制度等の利用の請求等を

したこと又は制度等の利用をしたことと、行為との間に因果関係あるものを

指すこと。 

            「解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの」とは、女性労働者への直接

的な言動である場合に該当すると考えられること。なお、解雇その他不利益

な取扱いを示唆するものについては、上司でなければ該当しないと考えられ

るが、一回の言動でも該当すると考えられること。 

            「制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの」とは、単に言

動があるのみでは該当せず、客観的にみて、一般的な女性労働者であれば、

制度等の利用をあきらめざるを得ない状況になるような言動を指すもので

あること。これは、女性労働者への直接的な言動である場合に該当すると考

えられること。また、上司の言動については、一回でも該当すると考えられ

る一方、同僚の言動については、繰り返し又は継続的なもの（意に反するこ

とを言動を行う者に明示しているにもかかわらず、さらに行われる言動を含

む。）が該当すると考えられること。 

            なお、労働者が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が個人的に請求

等を取り下げるよう言う場合については、職場における妊娠、出産等に関す

るハラスメントに該当し、指針に基づく対応が求められる。一方、単に上司

が個人的に請求等を取り下げるよう言うのではなく、事業主として請求等を

取り下げさせる（制度等の利用を認めない）場合については、そもそも制度

等の利用ができる旨を規定した各法（例えば産前休業の取得であれば労働基

準法第６５条第１項）に違反することとなること。 

            「制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの」とは、単に言動

があるのみでは該当せず、客観的にみて、一般的な女性労働者であれば、「能

力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就業する
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上で看過できない程度の支障が生じるようなもの」を指すものであること。

これは、女性労働者への直接的な言動である場合に該当すると考えられるこ

と。また、上司と同僚のいずれの場合であっても繰り返し又は継続的なもの

（意に反することを言動を行う者に明示しているにもかかわらず、さらに行

われる言動を含む。）が該当すると考えられること。 

        ③ 状態への嫌がらせ型 

            指針２(５)は状態への嫌がらせ型の内容を示したものであること。なお、

指針に掲げる状態への嫌がらせ型の典型的な例は限定列挙ではないこと。 

            状態への嫌がらせ型については、指針２(５)イに規定する事由と行為との

間に因果関係があるものを指すこと。 

            「解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの」とは、女性労働者への直接

的な言動である場合に該当すると考えられること。なお、解雇その他不利益

な取扱いを示唆するものについては、上司でなければ該当しないと考えられ

るが、一回の言動でも該当すると考えられること。 

            「妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの」とは、単に言動があるの

みでは該当せず、客観的にみて、一般的な女性労働者であれば、「能力の発

揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就業する上で看

過できない程度の支障が生じるようなもの」を指すものであること。これは、

女性労働者への直接的な言動である場合に該当すると考えられること。また、

上司と同僚のいずれの場合であっても繰り返し又は継続的なもの（意に反す

ることを言動を行う者に明示しているにもかかわらず、さらに行われる言動

を含む。）が該当すると考えられること。 
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４ 育児休業等に関するハラスメント関係参考条

文・通達 

 

 

 

 

 

 

 

 



育児・介護休業法関係 

◎育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律

第 76号）（抄） 

（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置） 

第 25 条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休

業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用

に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講

じなければならない。 

 

◎育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成

３年労働省令第 25号）（抄） 

（法第 25条の厚生労働省令で定める制度又は措置） 

第 76 条 法第 25 条の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家

族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。 

一 育児休業 

二 介護休業 

三 子の看護休暇 

四 介護休暇 

五 法第 16 条の 8（法第 16 条の 9 第 1 項において準用する場合を含む。）の規定によ

る所定外労働の制限の制度 

六 法第 17 条（法第 18 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定による時間外

労働の制限の制度 

七 法第 19 条（法第 20 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定による深夜業

の制限の制度 

八 育児のための所定労働時間の短縮措置 

九 法第 23 条第 2 項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変

更等の措置 

十 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 
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子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ

るようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針（抄） 

（平成 21 年厚生労働省告示第 509 号） 

 

第 1 （略） 

 

第２ 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項 

１～13 （略） 

14 法第 25 条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関

して雇用管理上必要な措置を講ずるに当たっての事項 

法第 25 条に規定する事業主が職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、

介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施

行規則（以下「則」という。）第 76 条で定める制度又は措置（以下「制度等」という。）の利

用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されること（以下「職場における育児休業等

に関するハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置について、事業主が適

切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。 

(1) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容 

イ 職場における育児休業等に関するハラスメントには、上司又は同僚から行われる、その

雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものがある

こと。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく

言動によるものについては、職場における育児休業等に関するハラスメントには該当しな

いこと。 

ロ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通

常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、

「職場」に含まれること。 

ハ 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員

等のいわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する男女の労働者の全てをいうこと。 

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受

ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和 60 年法律第 88 号）第 47 条の 3 の規定により、その指揮命令の下に労働させる

派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第 25 条の規定が適用されることから、労働者

派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、(2)

の措置を講ずることが必要であること。 

ニ イに規定する「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境

が害されるもの」とは、具体的には(ｲ)①から⑩までに掲げる制度等の利用に関する言動に

より就業環境が害されるものであること。典型的な例として、(ﾛ)に掲げるものがあるが、

(ﾛ)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。 

(ｲ) 制度等 
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① 育児休業（則第 76 条第 1 号関係） 

② 介護休業（則第 76 条第 2 号関係） 

③ 子の看護休暇（則第 76 条第 3 号関係） 

④ 介護休暇（則第 76 条第 4 号関係） 

⑤ 所定外労働の制限（則第 76 条第 5 号関係） 

⑥ 時間外労働の制限（則第 76 条第 6 号関係） 

⑦ 深夜業の制限（則第 76 条第 7 号関係） 

⑧ 育児のための所定労働時間の短縮措置（則第 76 条第 8 号関係） 

⑨ 始業時刻変更等の措置（則第 76 条第 9 号関係） 

⑩ 介護のための所定労働時間の短縮措置（則第 76 条第 10 号関係） 

(ﾛ) 典型的な例 

① 解雇その他不利益な取扱い（法第 10 条（法第 16 条、第 16 条の 4 及び第 16 条の 7

において準用する場合を含む。）、第 16 条の 10、第 18 条の 2、第 20 条の 2 及び第

23 条の 2 に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。）を示唆するもの   

労働者が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用

の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該労働者に対し、

解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。 

② 制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するもの 

客観的にみて、言動を受けた労働者の制度等の利用の申出等又は制度等の利用が阻

害されるものが該当すること。ただし、労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の

職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しないこと。 

(1) 労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該

労働者に対し、当該申出等をしないよう言うこと。 

(2) 労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、上司が当該労働者に対し、当該申

出等を取り下げるよう言うこと。 

(3) 労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該労

働者に対し、繰り返し又は継続的に当該申出等をしないよう言うこと（当該労働者

がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを

含む。）。 

(4) 労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、同僚が当該労働者に対し、繰り返

し又は継続的に当該申出等を撤回又は取下げをするよう言うこと（当該労働者がそ

の意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含

む。）。 

③ 制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの 

客観的にみて、言動を受けた労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じ

る等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当す

ること。 

労働者が制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚が当該労働者に対し、繰り
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返し又は継続的に嫌がらせ等（嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと又は専ら

雑務に従事させることをいう。以下同じ。）をすること（当該労働者がその意に反す

ることを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。）。 

(2) 事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべ

き措置の内容 

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次

の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利益取

扱い（就業環境を害する行為を含む。）については、既に法第 10 条（法第 16 条、第 16 条の

4 及び第 16 条の 7 において準用する場合を含む。）、第 16 条の 10、第 18 条の 2、第 20 条

の 2 及び第 23 条の 2 で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自ら

の行為の防止に努めることが求められること。 

イ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに対する方針の明確化、労働

者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならないこと。 

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場における育児休業等に関するハラスメント

の防止の効果を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが

重要であること。その際、職場における育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や

背景には、(ⅰ)育児休業等に関する否定的な言動（他の労働者の制度等の利用の否定につ

ながる言動（当該労働者に直接行わない言動も含む。）をいい、単なる自らの意思の表明

を除く。以下同じ。）が頻繁に行われるなど制度等の利用又は制度等の利用の申出等をし

にくい職場風土や、(ⅱ)制度等の利用ができることの職場における周知が不十分であるこ

となどもあると考えられること。そのため、これらを解消していくことが職場における育

児休業等に関するハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意すること

が必要であること。 

(ｲ) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容（以下「ハラスメントの内容」

という。）及び育児休業等に関する否定的な言動が職場における育児休業等に関する

ハラスメントの発生の原因や背景になり得ること（以下「ハラスメントの背景等」と

いう。）、職場における育児休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の方

針（以下「事業主の方針」という。）並びに制度等の利用ができる旨を明確化し、管

理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 

（事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、事業主の方針及

び制度等の利用ができる旨について規定し、当該規定とあわせて、ハラスメントの内

容及びハラスメントの背景等を、労働者に周知・啓発すること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等にハラス

メントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用ができる

旨について記載し、配布等すること。 

③ ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用
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ができる旨を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。 

(ﾛ) 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者については、

厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等

を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場における育

児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その

内容を労働者に周知・啓発すること。 

② 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就

業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒

規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。 

ロ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するた

めに必要な体制の整備として、(ｲ)及び(ﾛ)の措置を講じなければならず、また、(ﾊ)の措置

を講ずることが望ましいこと。 

(ｲ) 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定めること。 

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例） 

① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。 

② 相談に対応するための制度を設けること。 

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。 

(ﾛ) (ｲ)の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるよ

うにすること。また、相談窓口においては、職場における育児休業等に関するハラスメ

ントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけ

る育児休業等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相

談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害する

おそれがある場合や、職場における育児休業等に関する否定的な言動が原因や背景とな

って職場における育児休業等に関するハラスメントが生じるおそれがある場合等が考え

られること。 

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例） 

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当

者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。 

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載した

マニュアルに基づき対応すること。 

(ﾊ) 職場における育児休業等に関するハラスメントは、妊娠、出産等に関するハラスメン

ト（事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理

上講ずべき措置についての指針（平成 28 年厚生労働省告示第 312 号）に規定する「職場

における妊娠、出産等に関するハラスメント」をいう。）、セクシュアルハラスメント

（事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置に
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ついての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）に規定する「職場におけるセクシュ

アルハラスメント」をいう。以下同じ。）その他のハラスメントと複合的に生じること

も想定されることから、例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に職

場における育児休業等に関するハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じ

ることのできる体制を整備することが望ましいこと。 

（一元的に相談に応じることのできる体制を整備していると認められる例） 

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場における育児休業等に関する

ハラスメントのみならず、セクシュアルハラスメント等も明示すること。 

② 職場における育児休業等に関するハラスメントの相談窓口がセクシュアルハラスメ

ント等の相談窓口を兼ねること。 

ハ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談の申出があった場

合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の

措置を講じなければならないこと。 

(ｲ) 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例） 

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者（以下「相

談者」という。）及び職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動の行

為者とされる者（以下「行為者」という。）の双方から事実関係を確認すること。 

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認

が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置

を講ずること。 

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、

法第 52条の 5に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委

ねること。 

(ﾛ) (ｲ)により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認でき

た場合においては、速やかに被害を受けた労働者（以下「被害者」という。）に対する

配慮のための措置を適正に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 事案の内容や状況に応じ、被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等の利用に向け

ての環境整備、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、管理

・監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相

談対応等の措置を講ずること。 

② 法第 52条の 5に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被

害者に対して講ずること。 

(ﾊ) (ｲ)により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認でき

た場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 
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① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場における育児

休業等に関するハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒そ

の他の措置を講ずること。あわせて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間

の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪等の措置を講ずること。 

② 法第 52条の 5に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行

為者に対して講ずること。 

(ﾆ) 改めて職場における育児休業等に関するハラスメントに関する方針を周知・啓発する

等の再発防止に向けた措置を講ずること。 

なお、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認できなかっ

た場合においても、同様の措置を講ずること。 

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例） 

① 事業主の方針、制度等の利用ができる旨及び職場における育児休業等に関するハラ

スメントに係る言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフ

レット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等す

ること。 

② 労働者に対して職場における育児休業等に関するハラスメントに関する意識を啓発

するための研修、講習等を改めて実施すること。 

ニ 職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため

の措置 

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解

消するため、(ｲ)の措置を講じなければならず、また、(ﾛ)の措置を講ずることが望ましい

こと。 

なお、措置を講ずるに当たっては、 

(ⅰ) 職場における育児休業等に関するハラスメントの背景には育児休業等に関する否

定的な言動もあるが、当該言動の要因の 1 つには、労働者が所定労働時間の短縮措

置を利用することで短縮分の労務提供ができなくなること等により、周囲の労働者

の業務負担が増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮す

ること 

(ⅱ) 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや周囲と円

滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務

を遂行していくという意識を持つこと 

のいずれも重要であることに留意することが必要である。 

(ｲ) 業務体制の整備など、事業主や制度等の利用を行う労働者その他の労働者の実情に応

じ、必要な措置を講ずること（派遣労働者にあっては、派遣元事業主に限る。）。 

（業務体制の整備など、必要な措置を講じていると認められる例） 

① 制度等の利用を行う労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、適切に

業務分担の見直しを行うこと。 

② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。 
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(ﾛ) 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑

なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行

していくという意識を持つこと等を、制度等の利用の対象となる労働者に周知・啓発す

ることが望ましいこと（派遣労働者にあっては、派遣元事業主に限る。）。 

（周知・啓発を適切に講じていると認められる例） 

① 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働

者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコ

ミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行し

ていくという意識を持つこと等について記載し、制度等の利用の対象となる労働者に

配布等すること。 

② 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円

滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を

遂行していくという意識を持つこと等について、人事部門等から制度等の利用の対象

となる労働者に周知・啓発すること。 

ホ イからニまでの措置とあわせて講ずべき措置 

イからニまでの措置を講ずるに際しては、あわせて次の措置を講じなければならないこ 

と。 

(ｲ) 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該

相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該

育児休業等に関するハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等の

プライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して

周知すること。 

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められ

る例） 

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュア

ルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応す

るものとすること。 

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修

を行うこと。 

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置

を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のた

めの資料等に掲載し、配布等すること。 

(ﾛ) 労働者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと又は

事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨

を定め、労働者に周知・啓発すること。 

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発することにつ

いて措置を講じていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働者が職場に
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おける育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認

に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨

を規定し、労働者に周知・啓発をすること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働

者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実

関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いを

されない旨を記載し、労働者に配布等すること。 

15・16 （略）
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行につい 

て（平成 28年８月２日職発 0802第１号 雇児発 0802第３号）（抄） 

 

11 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置

（法第 25条） 

  (1) 事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いについては、法第

10条、第 16条、第 16条の４、第 16条の７、第 16条の 10、第 18条の２、第

20条の２及び第 23条の２により禁止されているところであるが、近年、事業主

による不利益取扱いのみならず、上司又は同僚による育児休業等に関する言動に

より当該労働者の就業環境が害されること（以下「職場における育児休業等に関

するハラスメント」という。）も見られるようになってきところである。 

こうしたことから、法第 25条は、職場における育児休業等に関するハラスメ

ントを防止するため、その雇用する労働者からの相談に応じ、適切に対応する

ために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主

に義務付けることとしたものであること。 

(2) 指針は、事業主が防止のため適切な雇用管理上の措置を講ずることができる 

ようにするため、防止の対象とするべき職場における育児休業等に関するハラ

スメントの内容及び事業主が雇用管理上措置すべき事項を定めたものであるこ

と。 

イ  職場における育児休業等に関するハラスメントの内容 

指針第二の十四の（一）のイ 「職場における育児休業等に関するハラスメ

ントの内容」においては、事業主が、雇用管理上防止すべき対象としての職

場における育児休業等に関するハラスメントの内容を明らかにするために、

その概念の内容を示すとともに、典型例を挙げたものであること。 

また、実際上、職場における育児休業等に関するハラスメントの状況は多

様であり、その判断に当たっては、個別の状況を斟酌する必要があることに

留意すること。 

なお、法及び指針は、あくまで職場における育児休業等に関するハラスメ

ントが発生しないよう防止することを目的とするものであり、個々のケース

が厳密に職場における育児休業等に関するハラスメントに該当するか否かを

問題とするものではないので、この点に注意すること。 

① 職場 

指針第二の十四の（一）のロは「職場」の内容と例示を示したものであ

ること。「職場」には、業務を遂行する場所であれば、通常就業している場

所以外の場所であっても、出張先、業務で使用する車中及び取引先との打

ち合わせ場所等も含まれるものであること。 
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なお、勤務時間外の「懇親の場」等であっても、実質上職務の延長と考

えられるものは職場に該当するが、その判断に当たっては、職務との関連

性、参加者、参加が強制的か任意か等を考慮して個別に行うものであるこ

と。 

② その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境

が害されるもの 

指針第二の十四の（一）のニは「その雇用する労働者に対する制度の利

用に関する言動により就業環境が害されるもの」の内容を示したものであ

ること。なお、指針に掲げる「その雇用する労働者に対する制度の利用に

関する言動により就業環境が害されるもの」の典型的な例は限定列挙では

ないこと。 

「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環

境が害されるもの」については、労働者が指針第二の十四の（一）のニの

（ｲ）に規定する制度等の利用の申出等をしようとしたこと、制度等の利用

の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことと、行為との間に因果関

係あるものを指すこと。 

「解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの」とは、労働者への直接的

な言動である場合に該当すると考えられること。なお、解雇その他不利益

な取扱いを示唆するものについては、上司でなければ該当しないと考えら

れるが、１回の言動でも該当すると考えられること。 

「制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するもの」とは、単に

言動があるのみでは該当せず、客観的にみて、一般的な労働者であれば、

制度等の利用をあきらめざるを得ない状況になるような言動を指すもので

あること。これは、労働者への直接的な言動である場合に該当すると考え

られること。また、上司の言動については、１回でも該当すると考えられ

る一方、同僚の言動については、繰り返し又は継続的なもの（意に反する

ことを言動を行う者に明示しているにもかかわらず、さらに行われる言動

を含む。）が該当すると考えられること。 

「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すこと」と

して、労働者のキャリア等を考慮して、早期の職場復帰を助言するような

場合等が考えられること。ただし、このような場合であっても職場復帰の

時期は労働者の選択に任せられるべきものであること。また、早期の職場

復帰を強要し、育児休業の取得を阻害するような場合は、法第 25条に違反

するものであること。 

なお、労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、上司が個人的に請

求等を取り下げるよう言う場合については、職場における育児休業等に関
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するハラスメントに該当し、指針に基づく対応が求められる。一方、単に

上司が個人的に申出等を取り下げるよう言うのではなく、事業主として申

出等を取り下げさせる（制度等の利用を認めない）場合については、そも

そも制度等の利用ができる旨を規定した各法（例えば育児休業の利用であ

れば法第６条第１項）に違反することとなること。 

「制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの」とは、単に言

動があるのみでは該当せず、客観的にみて、一般的な労働者であれば、「能

力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で

看過できない程度の支障が生じるようなもの」を指すものであること。こ

れは、労働者への直接的な言動である場合に該当すると考えられること。

また、上司と同僚のいずれの場合であっても繰り返し又は継続的なもの（意

に反することを言動を行う者に明示しているにもかかわらず、さらに行わ

れる言動を含む。）が該当すると考えられること。 
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民法（明治二十九年法律第八十九号） 抄 

 （不法行為による損害賠償） 

第 709 条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

  

（使用者等の責任） 

第 715 条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三

者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の

監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった

ときは、この限りでない。 

 

労働契約法（平成十九年法律第百二十八号） 抄 

（労働者の安全への配慮） 

第５条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働

することができるよう、必要な配慮をするものとする。 

 

○労働契約法の施行について（基発 0810第２号平成 24年８月 10日)  抄 

第２ 総則（法第１章関係） 

 ５ 労働者の安全への配慮（法第５条関係） 

⑴ 趣旨 

ア 通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、

器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容

として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危

険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これ

は、民法等の規定からは明らかになっていないところである。このため、法第５条に

おいて、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 

イ これについては、次の裁判例が参考となること（別添）。 

○ 陸上自衛隊事件（最高裁昭和５０年２月２５日第三小法廷判決。最高裁判所民事判

例集２９巻２号１４３頁） 

○ 川義事件（最高裁昭和５９年４月１０日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集３

８巻６号５５７頁） 

⑵ 内容 

ア 法第５条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負

うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然

に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 

イ 法第５条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約
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上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたもの

であること。 

ウ 法第５条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。 

エ 法第５条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を

求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に

応じて、必要な配慮をすることが求められるものであること。 

 なお、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）をはじめとする労働安全衛生関

係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されているところであり、

これらは当然に遵守されなければならないものであること。 
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